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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼科用レンズであって、
　４００ｎｍから４８０ｎｍの間の全波長範囲における５０％未満の透過率、及び４８０
ｎｍから７００ｎｍの間の全波長範囲における５０％以上の透過率を有する、第１の、中
心領域、並びに、
　４００ｎｍから５００ｎｍの間の全波長範囲における５０％以上の透過率、及び５００
ｎｍから７００ｎｍの間の全波長範囲における５０％未満の透過率を有する、第２の、周
辺領域
　を、その表面上に備えることを特徴とする眼科用レンズ。
【請求項２】
　前記中心領域が、４００ｎｍから４８０ｎｍの間の全波長範囲に対し３０％未満又は３
０％に等しい透過率、及び４８０ｎｍから７００ｎｍの間の全波長範囲における５０％以
上の透過率を示すことを特徴とする請求項１に記載の眼科用レンズ。
【請求項３】
　前記中心領域が、４００ｎｍから４８０ｎｍの間の全波長範囲に対し２０％未満又は２
０％に等しい透過率、及び４８０ｎｍから７００ｎｍの間の全波長範囲における５０％以
上の透過率を示すことを特徴とする請求項１に記載の眼科用レンズ。
【請求項４】
　前記中心領域が、黄色に着色されていることを特徴とする請求項１から３のいずれか一



(2) JP 5259609 B2 2013.8.7

10

20

30

40

50

項に記載の眼科用レンズ。
【請求項５】
　前記周辺領域が、４００ｎｍから５００ｎｍの間の全波長範囲における６０％より大き
い又は６０％に等しい透過率、及び５００ｎｍから７００ｎｍの間の全波長範囲における
５０％未満の透過率を示すことを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の眼科
用レンズ。
【請求項６】
　前記周辺領域が、４００ｎｍから５００ｎｍの間の全波長範囲における７０％より大き
い又は７０％に等しい透過率、及び５００ｎｍから７００ｎｍの間の全波長範囲における
５０％未満の透過率を示すことを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載の眼科
用レンズ。
【請求項７】
　前記周辺領域が、青色に着色されていることを特徴とする請求項１から６のいずれか一
項に記載の眼科用レンズ。
【請求項８】
　眼科用レンズは、アフォーカル眼科用レンズであり、
　前記中心領域が、円形又は楕円形であることを特徴とする請求項１から７のいずれか一
項に記載の眼科用レンズ。
【請求項９】
　眼科用レンズは、モノフォーカル矯正眼科用レンズであり、
　前記中心領域が、円形又は楕円形であることを特徴とする請求項１から７のいずれか一
項に記載の眼科用レンズ。
【請求項１０】
　前記中心領域の直径又は長径が、５から３５ｍｍの間に含まれることを特徴とする請求
項８又は９に記載の眼科用レンズ。
【請求項１１】
　眼科用レンズは、遠視野光学中心及び近視野光学中心を備えたプログレッシブ矯正眼科
用レンズであり、
　前記中心領域が、基本的に、遠視野光学中心の周囲の領域と、近視野光学中心の周囲の
領域と、これら２つの領域を連結し、目が一方から他方に通過した場合に目が追う経路に
対応するバンドとを覆うことを特徴とする請求項１から７のいずれか一項に記載の眼科用
レンズ。
【請求項１２】
　前記遠視野光学中心を覆う前記中心領域（３）の直径、又は長径が、５から３５ｍｍの
間に含まれ、
　前記近視野光学中心を覆う前記中心領域（４）の直径又は長径が、５から１５ｍｍの間
に含まれ、
　これらの２つの領域を連結するバンド（５）の幅が、３から７ｍｍの間に含まれること
を特徴とする請求項１１に記載の眼科用レンズ。
【請求項１３】
　長波長を吸収する前記周辺領域が、短波長を吸収する前記中心領域によって覆われない
前記眼科用レンズの表面全体を覆うことを特徴とする請求項１から１２のいずれか一項に
記載の眼科用レンズ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼科用レンズの着色の分野に関する。特に、本発明は、眼科用レンズのマル
チ－着色のための新規な設計に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　本発明の目的の範囲内において、“眼科用レンズ”は、矯正手段及び非－矯正手段レン
ズ、並びに、眼の前方に身に着けることを目的とした他の視覚装置及びまたマスクをも意
味する。
【０００３】
　年齢を取るとともに、視覚機能にかかわる異なる構造が変化する。見る対象となる物体
が、距離を変えた場合、水晶体、虹彩の後ろに位置している両凸レンズが、網膜上に画像
の焦点を合わせる過程に関与する。調節と呼ばれるこのプロセスが、年齢を取るとともに
変化する。すなわち、物体が眼の近くにある場合、例えば、読書の場合に、水晶体が、曲
率を変化させるその能力を失い、このようにして、近くの物体を見るための眼の能力が低
下する。これが、老眼である。調節を行う能力のこの変化に加え、また、水晶体が、特に
、短波長範囲における可視光、即ち青色光の分散及び吸収の増加を引き起こし、年齢を取
るとともに現われる及び／又は顕著となるグレアへの感度及びコントラストへの感度の機
能障害を引き起こす組織学的変化を受ける。古い水晶体における青色光の劣った透過品質
の悪影響に対抗するために、黄色のフィルターが推奨されている。特に短波長を取り除く
これらのフィルターが、従って、膜状眩輝に関係する問題を減らし、コントラストの知覚
を改善する。
【０００４】
　このようなフィルターが、特に、非特許文献１に記載されている。Ｗｏｌｆｆｓｏｈｎ
の研究では、黄色いフィルターによって短波長を取り除くことにより、特に、空のような
青色背景の全体を背景にした発光体を見た場合におけるコントラストの知覚が増加するこ
とを示している。
【０００５】
　特許文献１では、選択的に青色光をブロックする“ルゲート（Ｒｕｇａｔｅ）”型フィ
ルターと組み合わされた光学レンズが記載されている。これらのレンズが、光透過の品質
及び視覚の明瞭さを改善する。また、特許文献１では、特に黄斑変性及び白内障の治療の
ためのこのようなレンズの使用が記載されている。
【０００６】
　しかしながら、非特許文献２の最近の研究では、光環境からの短波長を失うことが、い
まやわずかな青色光を通過させることのみが可能である黄色い水晶体を持つ高齢者に広く
認められる体内時計の不調の要因となることを示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００６／００９２３７４号明細書
【特許文献２】国際公開第９４／０９８５１号パンフレット
【特許文献３】国際公開第２００６／０７９５６４号パンフレット
【特許文献４】仏国特許出願公開第２８８１２３０号明細書
【特許文献５】国際公開第２００６／０１３２５０号パンフレット
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Ｗｏｌｆｆｓｏｈｎら、　Ｏｐｔｏｍｅｔｒｙ　ａｎｄ　Ｖｉｓｉｏｎ
　Ｓｃｉｅｎｃｅ，　ｖｏｌｕｍｅ　７７（２），　ｐａｇｅｓ　７３－８１，（２００
０）
【非特許文献２】Ｈｅｒｌｊｅｖｉｃら、　Ｅｘｐ　Ｇｅｒｏｎｔｏｌ．，　ｖｏｌｕｍ
ｅ　４０（３），　ｐａｇｅｓ　２３７－４２　（２００５）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　体内時計を調節するための機構が、可視光の短波長による眼の照明に関係することを示
す視覚の神経生理学の最近の研究によって証明されているように、定期的に及び長期間に
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わたって黄色のフィルターを身に付けることで、寝起きサイクルの調節に悪影響を与える
ことが分かる。
【００１０】
　コントラストに対する感度又は視力に関して述べられる要求が、既に黄色－橙色フィル
ターによって満足されている一方で、他方では、２４時間周期のリズムの調節に関連する
視覚的な要求が、未だ、特別な眼科用製品の対象となっていないと思われる。確かに、特
許文献２では、２４時間周期のリズムの調節のためのシステムが記載されているが、これ
は、眼科用製品ではなく、このシステムが、特定波長に関する２４時間周期のリズムにお
ける光の作用を区別しない。
【００１１】
　従って、今のところ、これらの両方の要求に同時に答えることを可能にする色付きレン
ズシステムは存在しない。
【００１２】
　本発明が解決することを提案する技術的課題は、導入部において記載したように、水晶
体の透明性の変化に苦しむ人々のグレアに対する感受性を抑えること及びコントラストに
対する感度を改善すること、さらに、青色光が存在しないことによるそれらの２４時間周
期のリズムのいずれの障害を減らす又は回避することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　この課題が、基本的に使用者の視界によって探られるレンズの領域に対応し短波長を吸
収することが可能な中心領域と、主に短波長を透過させ、従って長波長を吸収することが
可能な周辺領域との両方を備えたレンズを使用する本発明に従って解決された。この後者
の領域が、中心領域を囲み、通常、使用者の視覚によって覆われない。一方、視覚領域に
おける短波長（４８０ｎｍ未満）を吸収する中心領域が、コントラストに対する感度を改
善する周知の役割を果たし、視覚領域外である周辺領域が、眼に入り込む（青色）光の短
波長要素を増加させ、この結果、中心領域による後者の吸収を補う。
【００１４】
　結果として、本発明の主題は、眼科用レンズであり、その表面上に以下を含むことを特
徴とする。
・第１の、中心の、領域であって、４００ｎｍから４８０ｎｍの間に含まれる短波長範囲
における５０％未満の透過率、及び４８０ｎｍから７００ｎｍの間に含まれる長波長範囲
における５０％以上の透過率を示す領域、及び
・第２の、周辺の、領域であって、４００ｎｍから５００ｎｍの間に含まれる短波長範囲
における５０％以上の透過率、及び５００ｎｍから７００ｎｍの間に含まれる長波長範囲
における５０％未満の透過率を示す領域。
【００１５】
　また、本発明の主題は、水晶体の透明性の変化に苦しむ人々のグレアに対する感受性を
抑えること及びコントラストに対する感度を改善すること、さらに、それらの２４時間周
期のリズムにおける障害を減らす又は回避することを目的としたメガネを製造するために
、このような眼科用レンズを使用することである。これらの人々は、通常、６０歳以上の
人々であり、好ましくは７０歳以上であり、特に７５歳以上である。
【００１６】
　最後に、本発明の主題は、水晶体の透明性の変化と関係がある障害の対症療法のための
方法、及び２４時間周期のリズムにおける障害の予防的治療のための方法であって、この
ような眼科用レンズを備えたメガネの処方を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】中心領域（２）を囲んで長波長を吸収する周辺フィルター領域（１）を含むこの
ようなモノフォーカルレンズを表した図である。
【図２】中心領域（２）を囲んで長波長を吸収する周辺フィルター領域（１）を含むこの
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ようなモノフォーカルレンズを表した図である。
【図３】第１領域（３）と、第２領域（４）と、これら２つの領域を連結するバンド（５
）とを、含む中心領域を備えたレンズを表した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　短波長を吸収するフィルター領域を記載するために使用された形容詞“中心の”は、こ
の領域が、本発明による眼科用レンズの幾何学的中心に対応する位置を占めることを意味
しない。これは、単に、このレンズの領域が、眼科用レンズの周辺と接触しないが、長波
長を吸収する周辺フィルター領域によって囲まれるという事実を示す。眼科用レンズが、
１つ又はそれ以上の光学中心を含む場合、この中心領域は、通常、この光学中心、又はこ
れらの光学中心のそれぞれを中心とする。
【００１９】
　短波長を吸収する中心領域が、有利に、４００から４８０ｎｍの間に含まれる短波長に
対し３０％未満又は３０％に等しい透過率、及び４８０ｎｍから７００ｎｍの間に含まれ
る長波長範囲における５０％以上の透過率を示す。さらに有利には、短波長を吸収する中
心領域が、４００から４８０ｎｍの間に含まれる短波長に対し２０％未満又は２０％に等
しい透過率を示す。
【００２０】
　本発明の好ましい実施形態によると、中心領域は、黄色に着色されている。
【００２１】
　優先的に、長波長を吸収する周辺領域が、４００ｎｍから５００ｎｍの間に含まれる短
波長範囲における６０％より大きい又は６０％に等しい透過率、及び５００ｎｍから７０
０ｎｍの間に含まれる長波長範囲における５０％未満の透過率を示す。さらに好ましくは
、長波長を吸収する周辺領域が、４００ｎｍから５００ｎｍの間に含まれる短波長範囲に
おける７０％より大きい又は７０％に等しい透過率を示す。
【００２２】
　本発明の好ましい実施形態によると、周辺領域は、青色に着色されている。
【００２３】
　本発明の実施形態において、眼科用レンズは、アフォーカル眼科用レンズである。この
実施形態において、及びこのタイプの非－矯正レンズに対し、好ましくは、中心領域が、
円形又は楕円形を有する。
【００２４】
　本発明の他の実施形態において、眼科用レンズは、モノフォーカル矯正眼科用レンズで
ある。このタイプのレンズにおいて、中心領域は、好ましくは、円形又は楕円形であり、
通常、レンズの光学中心を中心とする。
【００２５】
　図１及び２が、中心領域（２）を囲んで長波長を吸収する周辺フィルター領域（１）を
含むこのようなモノフォーカルレンズを表し、この中心領域（２）が、短波長を吸収し、
円形又は楕円形であり、レンズの光学中心Ｃを中心とする。
【００２６】
　有利に、中心円形領域の直径、又は中心楕円形領域の長径が、５から３５ｍｍの間に含
まれ、好ましくは、１０から２５ｍｍの間に含まれ、特に、約２０ｍｍである。
【００２７】
　アフォーカル及びモノフォーカルレンズに加え、本発明は、他のタイプのレンズ、特に
プログレッシブレンズに適用することが可能である。このタイプのレンズは、これが、配
置され及び制御されることが可能な２つの光学的領域、すなわち、遠視野領域（ｆａｒ　
ｖｉｓｉｏｎ　ｚｏｎｅ）及び近視野領域（ｎｅａｒ　ｖｉｓｉｏｎ　ｚｏｎｅ）を有す
るという点において優れており、プログレッションコリダー（ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｏｎ　
ｃｏｒｒｉｄｏｒ）によって連結され、このプログレッションコリダーにより、眼が、遠
視野から近視野に徐々に移ることが可能となり、この結果、着用者に真の視覚的快適性を
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提供する。これらの２つの光学的領域のそれぞれが、遠視野光学中心（ｆａｒ　ｖｉｓｉ
ｏｎ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｅｎｔｒｅ）及び近視野光学中心（ｎｅａｒ　ｖｉｓｉｏｎ　
ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｅｎｔｒｅ）と呼ばれる中心と連結されることが可能である。
【００２８】
　従って、本発明の特定の実施形態の主題は、遠視野光学中心及び近視野光学中心を備え
たプログレッシブ矯正眼科用レンズである。図３に表されたレンズのような場合では、短
波長を吸収する中心領域が、好ましくは円形又は楕円形であり基本的に遠視野光学中心の
周囲の領域を覆う第１領域（３）と、好ましくは円形又は楕円形であり近視野光学中心の
周囲の領域を覆う第２領域（４）と、これら２つの領域を連結し、それが一方から他方に
通過した場合に目が追う経路に対応するバンド（５）とを、含む。換言すると、このバン
ドが、上記の“プログレッションコリダー”に対応する。レンズ表面の残りが、長波長を
吸収する周辺領域（１）によって覆われる。
【００２９】
　プログレッシブ矯正眼科用レンズの場合、遠視野光学中心を覆う中心領域（３）の直径
又は長径が、好ましくは、５から３５ｍｍの間に含まれ、特に、１０から２５ｍｍの間に
含まれ、いっそうさらに好ましくは約２０ｍｍである。
【００３０】
　近視野光学中心を覆う中心領域（４）が、通常、遠視野光学中心に対応するそれよりも
小さい。近視野光学中心を覆う中心領域（４）の直径又は長径が、有利に、５から１５ｍ
ｍの間に含まれ、好ましくは、７から１３ｍｍの間であり、特に、約１０ｍｍである。こ
れらの２つの領域を連結するバンドの幅が、有利に、３から７ｍｍの間に含まれ、好まし
くは４から６ｍｍの間であり、特に、約５ｍｍである。本発明の特定の実施形態では、２
つの中心領域（３）及び（４）を連結するこのバンド（５）が、任意に、長波長フィルタ
ー領域、即ち、周辺領域（１）と同じ特徴を有するフィルター領域を有することが可能で
ある。
【００３１】
　前述の短波長を吸収する中心領域の寸法が、多くのメガネ着用者に適した範囲に対応す
るが、個人差を考慮していない。２４時間周期のリズムの調節のために不可欠な長波長を
吸収する周辺領域の範囲を最大化するために、中心領域の寸法を、人の眼によって実際に
調査される領域の寸法に可能な限り制限することが有利であることが容易に理解される。
短波長の吸収領域及び長波長の吸収領域の相対寸法のこのような最適化が、例えば、視覚
行動の他の研究の範囲内における本出願人によって開発されたビジョンプリントシステム
（Ｖｉｓｉｏｎ　Ｐｒｉｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）技術（ＶＰＳ）を使用し、実行されること
が可能である。これが、“眼球－頭部運動（ｅｙｅ－ｈｅａｄ　ｂｅｈａｖｉｏｕｒ）”
とも呼ばれる、環境の視覚探査における眼球－頭部の調整方法（ｅｙｅ－ｈｅａｄ　ｃｏ
ｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ　ｓｔｒａｔｅｇｙ）の個人差の表現を可能にするデバイスを含む
。従って、一方では、眼の動きによってというよりはむしろ頭の動きによって、視覚的に
物体を追う傾向がある“頭部運動者（ｈｅａｄ　ｍｏｖｅｒｓ）”である個人と、他方で
は、頭でというよりはむしろ眼の動きによって、視覚的に物体を追う傾向がある“眼球運
動者（ｅｙｅ　ｍｏｖｅｒｓ）”である個人とを定義することが可能である。
【００３２】
　従って、メガネ着用者の眼球－頭部運動の判定により、中心領域の大きさを最適化する
ことが可能となる。着用者が、眼で確認することによって物体を追うために、それらの眼
というよりはむしろそれらの頭の方向を変える傾向がある場合、通常、５から２０ｍｍの
中心領域が、レンズの視覚領域全体を覆うために十分である。反対に、着用者が、眼で確
認することによって物体を追うために、それらの頭というよりはむしろそれらの眼を動か
す傾向がある場合、その結果、比較的レンズの広い領域を覆う中心領域が必要であり、例
えば、領域が、２０から３５ｍｍの間に含まれる直径を有する。
【００３３】
　周辺領域は、必ずしも中心領域に隣接しておらず、原理上は、無色のバンドによって後
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者から分離されることが可能である。しかしながら、瞳孔内に浸入する短波長で放射され
た光の割合を可能な限り増加させるために、本発明の眼科用レンズの長波長を吸収する周
辺領域が、好ましくは、中心領域によって覆われていない全体表面を覆う。
【００３４】
　選択的に黄色に着色された中心領域又は選択的に青色に着色された周辺領域の色が、極
めて低い彩度（ｌｏｗ　ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ）を有し、室内又は微光レベル下での使用の
ための、白色レンズ（即ち、無色の又は“クリスタル”色とも呼ばれる）に使われること
が可能である。これらの領域の色が、強い明度（ｈｉｇｈ　ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ）を有す
ることも可能であり、屋外又は強い光レベル下での使用のための、サンレンズ（ｓｕｎ　
ｌｅｎｓｅｓ）に使われることが可能である。
【００３５】
　本発明による眼科用レンズを製造することを目的とし、無機又は有機ガラスから形成さ
れた適切な支持材上の黄色及び青色の着色に選択的に対応する色付きフィルターの使用が
、例えば、昇華及び／又はインクジェットプリンティングによって行われることが可能で
ある。これらの技術が、例えば、本出願人の名義で出願された特許文献３及び特許文献４
に記載されている。特許文献５に記載されたような、インクジェットプリンティングと組
み合わせられるピクセルで構成されたフィルムの基板上における使用を想定することも可
能である。
【００３６】
　本発明が、非制限的な方法で本発明の主題を説明する以下の実施例を読むことによりさ
らに理解されるだろう。
【００３７】
　（実施例１）インクジェットプリンティングによる、本発明の眼科用レンズの着色
　４０重量％のアニオン性ポリウレタン（Ｂａｘｅｎｄｅｎによって販売されるＷ２３４
）が、磁気撹拌下で、６０重量％のコロイド状シリカ（Ａｌｄｒｉｃｈによって販売され
るＬｕｄｏｘ　ＴＭ４０）と混合される。１時間撹拌した後、遠心分離（スピンコーティ
ング）によって得られた混合物が、Ｏｒｍａ（登録商標）バイプレイン（ｂｉｐｌａｎｅ
）基板に適応される（５００回転／２０秒）。堆積物が、オーブン内で１時間の間１００
℃で乾燥される。このようにして得られたプライマーの厚さが、３．６μｍである。乾燥
した後、プライマー及び基板を備えた光学レンズが、Ｃａｎｏｎ製ｉ８６５プリンターで
プリントされることが可能である。黄色及び青色領域が、Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔ（登録商
標）ソフトウェアを使用して形成される。眼科用レンズが、プリンターのローディングモ
ジュールに導入され、後者が、パワーポイントの“黄色フィルター－青色フィルター”の
ファイルを備えたコンピューターに接続されている。プリンティングが実行される。レン
ズがプリンターから離れたとき、これが、即座に、１００℃で１時間の間乾燥される。黄
色フィルター及び青色フィルターを備えた眼科用レンズが得られる。
【符号の説明】
【００３８】
　　１　周辺フィルター領域
　　２、３、４　中心領域
　　５　バンド
　　ｃ　光学中心
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